
 
 

 

 

 
  

1. 基本的な考え方  

 医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品について、保険給付の在り方の見直しを行

うこととし、選定療養の仕組みを導入する。 
 

※長期収載品 ： 既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬

品が発売されている先発医薬品 

※選定療養とは： 社会保険に加入している患者が、追加費用を負担することで保険適用外の治療を保険適用の治

療と併せて受けることができる医療サービスの一種。差額ベッド代は「選定療養」に含まれる。 
 

２．具体的な内容 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[施行日と患者対応] 

 令和６年 10 月１日から施行・適用する。 

選定療養を希望した患者には、費用についての 

説明を行うことで「特定薬剤管理指導加算３ 

（５点）」が算定できます。 
 

[患者説明]  

患者が一般名処方の薬剤について先発品 

（長期収載品）での調剤を希望した場合、又は 

銘柄処方であって変更不可欄にチェックがない 

処方箋について患者が先発品調剤（長期収載品） 

を希望した場合に、患者の支払額は右図の例の 

ようになることを説明します。 
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 ＜ 調剤報酬改定（その 6） ＞      長期収載品の保険給付のあり方の見直し 

＜ 調剤報酬改定（その 7） ＞     投薬用の容器に関する取扱いの見直し 

投薬時における薬剤の容器

等については、衛生上の理由

等から薬局において再利用さ

れていない現状を踏まえ、患

者が医療機関又は薬局に当該

容器を返還した場合の実費の

返還の取り扱いを廃止する。 

現 行 改訂後 


